
附
則
第
四
項
の
表
幼
稚
園
教
諭
の
項
を
削
り
、
同
表
小
学
校
教
諭
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

幼
稚
園
教
諭

教
育
の
基
礎
理
論
に
関
す
る
科
目

教
育
の
本
質
及
び
目
標
に
関
す
る
科
目

幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
の
心
身
の
発
達
及
び
学
習
の
過

程
に
関
す
る
科
目

教
育
に
係
る
社
会
的
、
制
度
的
又
は
経
営
的
な
事
項
に

関
す
る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導
法
に
関
す
る

科
目

教
育
課
程
一
般
に
関
す
る
科
目

保
育
内
容
に
関
す
る
科
目

指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
育
の
方
法
及
び
技
術
（
情
報
機
器
及
び
教
材
の
活
用

を
含
む
。）に
関
す
る
科
目

教
育
実
習

教
育
実
習

平成˜ 年˜™月™œ日 火曜日 (号外第™ š号)官 報

（
大
学
院
設
置
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
六
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
九
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
三
第
一
項
中
「
第
六
十
六
条
た
だ
し
書
」
を
「
第
百
条
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
三
項
中
「
第
七
十
条
の
二
」
を
「
第
百
五
十
六
条
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
中
「
第
六
十
八
条
」
を
「
第
百
三
条
」
に
改
め
る
。

（
専
修
学
校
設
置
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

専
修
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
文
部
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
教
科
等
」
を
「
教
育
課
程
等
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
三
号
中
「
以
上
」
の
下
に
「
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
又
は
」
を
加
え
る
。

（
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

大
学
通
信
教
育
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
六
年
文
部
省
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

九
条
第
一
項
中
「
第
五
十
四
条
」
を
「
第
八
十
六
条
」
に
改
め
る
。

（
短
期
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

短
期
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
七
年
文
部
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

九
条
第
一
項
中
「
第
六
十
九
条
の
二
第
六
項
」
を
「
第
百
八
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

（
技
術
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

技
術
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
総
理
府
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
表
第
一
号
中
「
第
六
十
八
条
の
二
」
を
「
第
百
四
条
」
に
改
め
る
。

（
単
位
制
高
等
学
校
教
育
規
程
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

単
位
制
高
等
学
校
教
育
規
程
（
昭
和
六
十
三
年
文
部
省
令
第
六
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
六
十
四
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
百
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
元
年
文
部
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
教
育
法
第

五
十
五
条
の
三
の
規
定
を
適
用
し
な
い
者
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
に
よ
る
改
正
後
の
学
校

教
育
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
を
適
用
し
な
い
者
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
一
年
文
部
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

学
校
教
育
法
第
八
十
九
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
者
を
定
め
る
省
令

本
則
中
「
同
法
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
教
育
法
第
五
十
五
条
の
三
」
を
「
学
校
教
育
法
第
八
十
九
条
」に
改
め
る
。

本
則
第
三
号
中
「
第
六
十
八
条
の
五
各
号
」
を
「
第
百
四
十
九
条
各
号
」
に
改
め
る
。

（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条

学
校
教
育
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
二
年
文
部
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
」
を
削
り
、「
第
八
条
第
一
号
チ
」
を
「
第
二
十
条
第
一
号
チ
」
に

改
め
る
。

４

国
立
及
び
公
立
の
幼
稚
園
、
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
の
校
長
の
資
格
に
つ
い
て
の
学
校
教
育
法
施
行
規

則
第
二
十
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
中
「
専
修
免
許
状
又
は
一
種
免
許
状
（
高

等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
の
校
長
に
あ
つ
て
は
、
専
修
免
許
状
）」と
あ
る
の
は
、「
専
修
免
許
状
、
一
種
免
許
状

又
は
二
種
免
許
状
（
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
の
校
長
に
あ
つ
て
は
、
専
修
免
許
状
又
は
一
種
免
許
状
）」と

す
る
。

５

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
校
長
又
は
教
員
（
学
長
及
び
大
学
の
教
員
並
び
に
高
等
専
門
学
校
の
校
長
及
び
教

員
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
小
学
校
、
中
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
校
長
の
資
格
に
つ

い
て
の
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
二
十
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
中
「
専
修
免

許
状
又
は
一
種
免
許
状
（
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
の
校
長
に
あ
つ
て
は
、専
修
免
許
状
）」と
あ
る
の
は「
専

修
免
許
状
、
一
種
免
許
状
又
は
二
種
免
許
状
」
と
す
る
。

６

前
二
項
の
規
定
は
、
教
頭
の
資
格
に
つ
い
て
の
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令

第
二
十
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
教
科
用
図
書
検
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条

教
科
用
図
書
検
定
規
則
（
平
成
元
年
文
部
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
四
十
条
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
及
び
第
七
十
六

条
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
（
同
法
第
四
十
九
条
、
第
六
十
二
条
、
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
八
十
二
条
」
に
改

め
る
。

（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条

学
校
教
育
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
年
文
部
省
令
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
」を
削
り
、「
第
六
十
三
条
第
二
号
又
は
第
六
十
九
条
第
二
号
」

を
「
第
九
十
五
条
第
二
号
又
は
第
百
五
十
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。

（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
施
行
規
則
（
平
成
九
年
文
部
省
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
調
理
師
」
の
下
に
「
、
幼
稚
園
教
諭
」
を
加
え
、「
、
幼
稚
園
教
諭
」
を
削
る
。

（
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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